
1 

 

足立区ユニバーサルデザイン推進会議 会議概要 

会 議 名 第２３回足立区ユニバーサルデザイン推進会議 

事 務 局 
都市建設部都市計画課、ユニバーサルデザイン担当課、 

総務部総務課、福祉部障がい福祉推進室障がい福祉課 

開催年月日 令和元年１１月２５日（月） 

開 催 時 間 午後２時３１分 ～ 午後４時４９分 

開 催 場 所 足立区役所 中央館８階 特別会議室 

区長の出席 有・無 

出 席 者 

会長 

八藤後 猛 委員 
戸谷 惠美子 委員 村田 雅利 委員 

工藤 理佳子 委員 川口 郁子 委員 内田 眞 委員 

長澤 陽子 委員 金子 孝一郎 委員 
都市建設部長 

大山 日出夫 委員 

   

欠 席 者 

署名委員 

山田 あすか 委員 
戸苅 建作 委員 瀬田 章弘 委員 

田中 裕子 委員 
総務部長 

真鍋 兼 委員 

障がい福祉推進室長 

杉岡 淳子 委員 

関係区職員 

事 務 局 

ＵＤ担当課長 

森田 充 

ＵＤ担当係長 

白勢 和道 

景観計画係員 

大木 めぐみ 

資 料 

・第２３回足立区ユニバーサルデザイン推進会議次第 

・資料１   第２２回足立区ユニバーサルデザイン推進会議議事録 

・資料２   「足立区ユニバーサルデザイン推進計画（素案）」に関する 

パブリックコメントの実施結果及び意見に対する区の考え方に

ついて 

・資料３   足立区ユニバーサルデザイン推進計画（２０１９～２０２５年

度）（素案）（抜粋） 

・資料４   令和２年度の年間スケジュール（案） 

・資料５   従来の進捗管理体制 

・資料６   個別施策評価要領 

そ の 他 

 

傍聴人：有・無 （  人） 

 

その他の参加者：有・無（久米地域調整課長） 
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（審議経過） 

開会 

 

○森田ＵＤ担当課長 皆さん、こんにちは。

定刻となりましたので、ただいまより第２３

回足立区ユニバーサルデザイン推進会議を

開催させていただきたいと思います。 

 本日はお忙しい中、推進会議にご出席いた

だきまして、まことにありがとうございます。 

 私は、司会を務めさせていただきます都市

建設部ユニバーサルデザイン担当課長の森

田と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 まず、本日の会議を開催する前に、資料の

ご確認をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。皆様方には

事前に郵送でお届けしました資料が６点ほ

どございますので、そちらについて改めての

ご案内をさせていただきたいと思います。 

 失礼します。着席して説明させていただき

ます。 

 まず、資料１「第２２回ユニバーサルデザ

イン推進会議議事録」です。 

 次に、資料２「「「足立区ユニバーサルデ

ザイン推進計画（素案）」に関するパブリッ

クコメントの実施結果及び意見に対する区

の考え方について」です。 

 次に、資料３「足立区ユニバーサルデザイ

ン推進計画（２０１９～２０２５年度）（素

案）（抜粋）」です。 

次に、資料４「令和２年度の年間スケジュ

ール（案）」です。 

次に、資料５「足立区ユニバーサルデザイ

ン推進計画の進捗管理体制」。こちらにつき

ましては、ユニバーサルデザイン推進計画の

改定を今年度予定しているわけですけれど

も、ユニバーサルデザインの個別施策の評価

の方法について、推進計画も改定されますの

で、また新たな視点で区のユニバーサルデザ

インの個別施策を皆様方に評価検証してい

ただくために、どういうことをしていただい

たよいか議論するための資料でございます。 

次に、資料６「個別施策評価要領」です。

こちらは、今年度、委員の皆様方に実施して

いただいた個別施策評価の要領についての

ご案内です。 

また、本日席上に配付させていただいた資

料が１点ございます。タイトルで「今後の進

捗管理について」と書かれたものです。 

 以上が本日の会議資料となります。落丁、

ご不足の資料等があればお手を挙げていた

だければと思います。大丈夫でしょうか。

―ありがとうございます。 

 本日、皆様のお席にこのようなタブレット

をご用意させていただいています。こちらに

ついてご案内させていただきたいと思いま

す。 

足立区では今年度から、各種会議の効率化

と事務の簡素化のために、会議資料のペーパ

ーレス化を進めているところでございます。

このタブレットには、本日の紙ベースの先ほ

どご案内しました資料３のデータ、具体的に

は「足立区ユニバーサルデザイン推進計画

（素案）（抜粋）」と、その参考資料となる

データがおさめられております。本日の会議

では、まだタブレットの使用は試行段階とい

うことで、ぜひ今日の会議でタブレットにな

れていただきまして、次回以降、会議のペー

パーレス化に委員の皆様方のご協力をお願

いできれば幸いです。 

なお、タブレットの操作方法等につきまし

てご不明な点があれば、お手を挙げていただ

ければ職員がご説明に参りますので、よろし

くお願いします。 

次に、いつものことですが、委員の皆様に

２つほどお願い事がございます。 

まず１つ目は、本日の会議の議事録を作成

するために、委託事業者の方を同席させてお

ります。また、会議の様子を記録するために

録音や皆様方の背後から写真撮影をさせて

いただきます。ご了承のほど、お願いいたし

ます。 

 次に、議事に入る前に、本日の会議の委員

の皆様の出席状況でございますけれども、た

だいま工藤委員がお見えになっていただい

たので、今のところ全部で９名の委員の方に

ご出席いただいております。定足数の過半数

を越えておりますので、本日の会議は有効に

成立したことをご報告させていただきます。 

それでは、これからの議事の進行につきま

しては、足立区ユニバーサルデザインのまち

づくり条例・施行規則第６条第２項に基づき

まして八藤後会長にお願いしたいと思いま

す。八藤後会長、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○八藤後会長 わかりました。それでは、皆

さん、今日もよろしくお願いいたします。 
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 それでは、いつものように事務局に確認を

いたしますが、本日の会議の到達目標点をお

知らせください。 

○森田ＵＤ担当課長 本日の会議の到達目

標でございますけれども、お手元の推進会議

次第２の議事をご覧いただきたいと思いま

す。 

まず１つ目は、こちらの議事の中に書いて

います報告・承認事項（２）の足立区が平成

３０年度に実施したユニバーサルデザイン

個別施策の評価の公表についてです。こちら

は前回の第２２回ユニバーサルデザイン推

進会議で、ご確認いただきました評価報告書

の公表に関する内容となっております。２つ

は審議事項の（１）になるのですが、足立区

ユニバーサルデザイン推進計画の改定にお

けるパブリックコメントの回答内容に関す

るご審議をお願いしたいと思います。３つ目

は、審議事項（２）の「令和元年度実施事業

の進捗管理の方法について」、次年度に行う

各実施事業の評価方法の確認とか決定の方

法について、ご審議をいただきたいと思いま

す。 

以上３点です。 

○八藤後会長 ありがとうございました。そ

れでは、そのあたりの部分を念頭に入れまし

て会議を進めていきたいと思います。 

 

報告・承認事項（１）第２２回議事録の承認

と第２３回議事録署名人について 

○八藤後会長 それでは、会議次第の２、議

事（１）「第２２回議事録の承認と第２３回

議事録署名人について」の議題に入ります。

議事録の内容について事務局から説明をお

願いします。 

○森田ＵＤ担当課長 それでは、第２２回ユ

ニバーサルデザイン推進会議の議事録につ

きまして、概要をご報告いたします。 

 委員の皆様には、資料１「第２２回足立区

ユニバーサルデザイン推進会議議事録」の概

要を事前に送らせていただいております。改

めまして、その内容のご確認をお願いしたい

と思います。 

第２２回のユニバーサルデザイン推進会

議の主な議事の内容につきましては、次のよ

うな内容になっておりますけれども、まず開

催日時が令和元年８月５日、午前９時３０分

から１１時２０分まででございました。 

第２１回のユニバーサルデザイン推進会

議の議事録につきまして、本会議にてご了承

をいただきました。 

 また、第２２回ユニバーサルデザイン推進

会議の署名人につきましては、八藤後会長と

山田副会長に務めていただくことになりま

した。 

第２２回のユニバーサルデザイン推進会

議からは、東武鉄道株式会社の影山委員から

田中裕子委員に交代がございました。 

事務局から、ユニバーサルデザイン推進会

議におけます第一評価部会、第二評価部会、

それから私ども区の職員で構成します内部

評価部会、それぞれ３部会の評価の結果につ

きまして、平成３０年度実施個別施策の評点

につきましてご報告いたしました。第一評価

部会、第二評価部会、内部評価部会での平成

３０年度実施個別評価の結果を受けまして、

平成３０年度実施事業の評価報告書（案）を

事務局よりご報告し、その内容の評価につき

まして、委員の皆様からご承認をいただいた

ところでございます。 

足立区ユニバーサルデザイン推進計画課

推定版及びその概要版につきましても、事務

局からご報告をいたし、パブリックコメント

を令和元年９月２日から１０月２日までの

約３０日間において実施することとなりま

したので、ご報告させていただきました。 

 以上が前回の会議の主な概要となってお

ります。詳細につきましては、事前に送付さ

せていただきました第２２回ユニバーサル

デザイン推進会議の議事録をご参照いただ

ければと思います。 

 以上でございます。 

○八藤後会長 ありがとうございました。 

 事前に配付されていたということでござ

いましたので、一応お目通しいただいている

ものと思っておりますが、議事録に関して何

かご意見などはございますでしょうか。―

よろしゅうございますでしょうか。 

それでは、ご承認いただいたということで進

めていきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 それでは、続きまして、今回のユニバーサル

デザイン推進会議議事録の署名人についてで

ございます。事務局から説明をお願いします。 

○森田ＵＤ担当課長 足立区ユニバーサル

デザインのまちづくり条例施行規則第１０

条に、推進会議の議事録を作成し、保存する

こと、また、議事録は会長及び会長が指名す
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る委員が署名することと定められておりま

す。つきましては、今回の推進会議につきま

しても議事録署名人についてご指名をお願

いしたいと思います。 

○八藤後会長 わかりました。それでは、本

日の会議の議事録署名人は、いつものように

私がさせていただきます。それから、本日欠

席ですが、これは山田副会長にお願いしたい

と存じます。本人の了承がございませんけれ

ども、私からもお願いをしておきますので、

それでよろしゅうございますでしょうか。 

では、そのようにさせていただきたいと思い

ます。どうもありがとうございます。 

 

報告・承認事項（２）平成３０年度実施事業

個別施策の評価の公表について 

○八藤後会長 これからなのですけれども、

２の議事、報告・承認事項（２）「平成３０

年度実施事業個別施策の評価の公表につい

て」、事務局より説明をお願いします。 

○白勢ＵＤ担当係長 それでは、説明させて

いただきます。資料はございません。報告事

項です。 

 先ほどの第２２回推進会議にてご了承い

ただいたとおり、平成３０年度実施事業の個

別施策の評価報告書につきましては、区のホ

ームページで公表させていただくことにな

りました。この後ご審議いただく令和元年度、

今年度の実施事業におきましても、次年度の

令和２年度において引き続きご評価いただ

きたいと思っております。 

評価報告書については、前回の第２２回推

進会議にてご提出させていただきました。改

めてご報告させていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

以上になります。 

○八藤後会長 ということで、今年度実施い

たしました平成３０年度の実施事業の個別

評価については、これをもちまして完結した

ということでございますね。 

それでは、事務局のただいまのご説明につ

いて、何かご質問、ご意見等がありましたら

どうぞ。―よろしゅうございますか。 

では、先に進みます。 

 

審議事項（１）足立区ユニバーサルデザイン

推進計画の改定におけるパブリックコメン

トの回答について 

○八藤後会長 それでは、審議事項（１）「足

立区ユニバーサルデザイン推進計画の改定

におけるパブリックコメントの回答につい

て」、これに移ります。事務局から説明をお

願いします。 

○白勢ＵＤ担当係長 それでは、説明させて

いただきます。 

資料に関しては、資料２になります。１枚

ペーパー裏表のものになります。こちらにつ

きまして、前回の推進会議でご報告させてい

ただきました「足立区ユニバーサルデザイン

推進計画改定（素案）」のパブリックコメン

トの実施結果について、ご報告させていただ

きます。 

資料２をご覧ください。先ほどご報告した

とおり、令和元年９月２日から令和元年１０

月２日まで実施させていただきまして、２名

の方から３件のパブリックコメント意見が

ございました。内容に関しては、めくってい

ただいて裏面になります。事業の継続に関す

ることが１件、事業内容に関することが２件、

合計３件です。 

内容については、まず事業の継続に関する

ことに関しては、現行の推進計画ひと３－５

の「日本語ボランティア教室を支援する」と

いうところが削除されている。それについて

は施策の継続をしてほしいという意見。 

事業の内容に関することに関しては、素案

の施策の番号、まちづくり３－（４）－②「民

間建築物のユニバーサルデザインの誘導」の

部分の「店舗等内部のユニバーサルデザイン

整備ガイドライン」の普及促進を図るように

してほしい。もう一つが、素案の施策番号ま

ちづくり３－（１）－③「公共交通施設の整

備・誘導・支援」での交通対策課所管事業に

ついて、「バス停の利用環境を整備」すると

いうのが、はるかぜ以外の事業者のバス停は

対象にならないのかという合計３点でござ

います。 

区の考え方は、右側に記載しております。 

本日、その中で事業の継続に関することの

部分で、「日本語ボランティア教室を支援す

る」の部分については、担当する所管課の久

米課長にお越しいただいております。 

久米課長から補足のご説明をよろしくお

願いいたします。 

○久米地域調整課長 地域調整課長の久米

でございます。今日はよろしくお願いいたし

ます。私から、バックグラウンドも含めて説

明させていただければと思っております。 
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こちらのご意見をいただいた方は、もとも

と日本語ボランティア教室の立ち上げにか

かわっていただいた方でございます。 

今、ボランティア教室自体が非常に高齢化

しているという課題がございます。最初の設

立の時期が、ちょうど中国残留孤児の方が大

量に帰国を進めているときと、フィリピンの

方々が日本に移住し定着を始めたときに、始

まったものなので、当時頑張っていただいた

中核の方が７０代から７０代後半に入って

きて、ボランティアの方々の第二世代が育っ

ていないという課題です。当課もボランティ

ア支援のための養成講座を実施しておりま

す。その養成講座には、若い方が参加してい

ただき、彼らに既存のボランティア教室に見

学し、そのままそこに参加していただきたい

というシナリオを考えて取り組んでおりま

す。ただ、どうもボランティア教室を運営し

ている方々が、新しい方を入れたくないとい

う場合と、見学に行った参加者がなかなか定

着しないという場合があり、ボランティア教

室自体が過渡期に来ているのかなと感じて

いるところでございます。 

現状では、区内でご商売で日本語教室をや

っていらっしゃる方が非常にふえてきてお

り、ちなみに例えば竹ノ塚、伊興では、今年

の春だけで一気に３校、設立されたようです。 

今は多くの日本語学校が設立されている。も

う一つ、これは構想中なのですが、もう既に

海外から来て定住している方々のお子さん

（中学校、小学校にいる児童たち）が、テレ

ビを見ているので普通に日本語を、冗談も言

えるし、ギャグも言えるくらい話ができるの

ですけれども、学習言語を習得していない。

教科書に書いてあることや試験の問いが理

解できないため、知的には低くないのに、高

校入試だとかでつまずくという課題もあり

ます。そこをどうにかできないのかと、そう

いうことをやっていただけている民間支援

団体に公金を投入して、足立区内に住んでい

る外国人子弟のお子さんたちに学習言語の

習得をお願いしたいということを始めよう

かと構想しているところでございます。 

そうすると、今までの日本語ボランティア

教室は日常生活の例えば買い物をしたりす

ることだったのですけれども、その一歩先を

行って、足立区に定住している外国人子弟の

子たちに、都立高校に行っていただいて、都

立高校を卒業していただいて、できれば大学

にも行っていただいて、ちゃんとした学力を

持って社会に出ていっていただきたいとい

うところに踏み込もうかなと今考えている

ところです。そうした点もあり、既存の日本

語ボランティアの日常会話のところについ

てはこれまで通りというお話をさせていた

だいています。今回のご意見は、そうした背

景があるのかなと思っております。実際にそ

ちらも必要だと考えておりますが、重点とし

て考えているのは、外国人子弟の子どもたち

の学力という問題を捉えております。 

実際お金のある方は、自分たちで民間の日

本語教室に行きます。また、企業の方々は独

自に、自分たちの経費で日本語を覚えもらう

という場合もあります。そういう方と振り分

けをしようと考えています。よって、これま

でどおりのボランティア養成もするし、日本

語ボランティア教室の支援もするし、会場も

無料でお貸ししますし、年間数万円でござい

ますが、事務費としての補助をさせていただ

きますが、それ以上のことは今のところはし

ないかなという考えでございます。 

○八藤後会長 ごめんなさい。大変興味深い

話なのですけど、審議事項の内容とちょっと

外れているようなので、もとに話を戻してよ

ろしゅうございますか。 

事務局のほうで進めてください。 

○白勢ＵＤ担当係長 今ご説明させていた

だいた日本ボランティア教室については、資

料３と資料２の区の考え方にもあるとおり、

従来どおり継続していくということで、前回

の推進計画の改定（素案）では削除させてい

ただいていましたが、継続ということで引き

続き掲載することになりました。 

続きまして、事業の内容に関するところの

２点についてです。 

まず１つ目の３－（４）－②「民間建築物

のユニバーサルデザインの誘導」については、

今、資料として配布している現行のユニバー

サルデザイン推進計画では、「店舗内部のユ

ニバーサルデザイン整備ガイドラインの普

及促進」の文言がありました。ただ、これに

ついては、もともと障がい福祉課の事業以外

でも、例えば、建築審査であったり、我々ユ

ニバーサルデザイン担当であったりと、民間

建築物に関係する所管が、それぞれこの整備

ガイドラインについては利用される方への

説明をしておりました。これについてはあく

までも指導の範囲で、拘束力があるものでは
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ないです。ただ、今回の推進計画の改定に、

その記載が外れているというところに関し

て、実際にガイドラインを使わないのではな

いかというような誤解を与える可能性がご

ざいます。よって、ご意見をいただきました

とおり、現行の計画と同様に、区の考え方に

書いておりますとおり、『「東京都福祉のま

ちづくり条例」に定める整備基準を満たした

上で、それに加えて必要となる、店舗等内部

における整備の考え方を中心にまとめた、

「店舗等内部のユニバーサルデザイン整備

ガイドライン」の普及促進を図る』という、

現行計画に書いてあるものを、そのまま追記

させていただきたいと思います。 

続きまして、事業内容に関することの３番

です。「公共交通施設の整備・誘導・支援」

での交通対策課所管事業について、「バス停

の利用環境を整備する」対象に、「はるかぜ」

以外の事業者のバス停は対象にならないの

かについてです。 

ご存じのとおり、はるかぜにつきましては

足立区のコミュニティバスです。民間事業者

の方にバス事業者として携わっていただい

ておりますが、足立区のコミュニティバスと

いうことで、そのコミュニティバスの路線を

設定する際に、バス停の整備、路線環境の整

備については、区が補助や事業支援をしてお

ります。そのため今回の施策についての公共

施設の整備・誘導・支援の部分について、は

るかぜというところで記載をさせていただ

いております。都営バスであったりとか、東

武バスであったりというような一般のバス

事業については、そのバス事業において路線

等の設定をしております。よって、バス停や

その利用環境の改善というところについて

は、それぞれのバス事業者に対して、我々区

が、皆様からいただいたご意見をお伝えして

おります。それは継続してやっていきたいと

いうことで、このような区の考え方にしてお

ります。 

今言った３点の部分を、資料３のカラー刷

りの抜粋版に記載させていただいておりま

す。中身については、このペーパーのものと、

今回のタブレットにもございます。 

審議事項（１）について、事務局の説明は

以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございました。 

 それでは、今ご説明いただきました資料２

と３について、ご意見、ご質問等を受けたい

と思います。いかがでしょうか。 

○金子委員 このパブリックコメントを出

した者です。事業内容に関することの３のと

ころですが、区の今のお話はわかったのです

が、ただ、はるかぜの通る道というのは狭い

道とか裏道とか、そういうところですよね。

そういうところにバス停の整備という、例え

ば椅子を置いたり、屋根をつけたりというの

は、なかなか難しいわけですよね。いわゆる

民間の都バスとか大きいところは、もっと広

い場所もありますし、つける条件としては整

っていますので、民間事業者で区のお金は何

も入ってないのかもしれないけれども、そち

らもつけてもらえるように、計画の中に一言

入れるということはできないのでしょうか。 

話は変わりますけれども、私、タブレット

って使ったことがなくて、先ほど課長の説明

のとおり、どなたか来て、どうやってめくっ

ていくのかというのを教えてください。お願

いします。 

○白勢ＵＤ担当係長 １番目のご質問に関

してなのですけれども、あくまでもここの部

分が「公共交通施設の整備・誘導・支援」と

いうことで、確かに金子委員がおっしゃると

おり、都営バス、東武バス、民間のバス事業

についても公共交通施設ではありますが、公

共交通施設という部分が、交通対策課の所管

事業として、はるかぜに限定をしております

ので、そういった記載になっております。 

繰り返しになりますが、都営バス、東武バ

スについても、区民の皆様からいただいたご

意見というのは、当然事業者には、その都度

伝えておりますし、バリアフリーの観点から

も、現在、区役所前のバス停同様に、バス停

のところに屋根をつけるであったりとか、椅

子を設けるというところは順次進めている

ところでございます。 

なので、大変申し訳ないのですが、今回の

ユニバーサルデザイン推進計画の交通対策

課の所管事業のところについては、はるかぜ

のみにさせていただきたいということは、所

管している交通対策課から聞いております。 

タブレットの使い方については、後ほどお

伝えさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○八藤後会長 いかがですか、今の回答につ

いて。 

○金子委員 所管が交通対策課で、そこで扱

っているのがはるかぜしかないから、それ以
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上のものが推進計画の中に入ってこないと

いうのではおかしいので、だったらばどこか

別の所管のところ、担当するような所管でお

願いするというか、そういう文言をどこか加

えることはできないのでしょうか。 

いわゆる建物のほうの民間建築物も、バリ

アフリーの観点なり、ユニバーサルデザイン

の観点で変更するということについて、所管

がないからではなくて、担当の仕事としてお

ねがいできないかと。まあ、いいです。お願

いします。 

○八藤後会長 ちょっと補足させていただ

いていいですか、私から。 

例えば鉄道事業などと全く同じようなこ

とだと思います。鉄道事業については、４４

ページを見ると、「国・鉄道事業者と協働し

て区内鉄道駅のバリアフリー化を図る」と。

こういうのが現に書いてあります。こういう

ことがバス事業でも可能かどうか、そういう

質問にも置きかえられるかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長  

貴重なご意見をいただきまして、まことに

ありかとうございます。金子委員がおっしゃ

るとおり、確かに、相手がはるかぜであろう

と、公共事業者のバス事業者であろうと同じ

ですので、やはり区として何らかのインフォ

メーションで、バス停について、はるかぜ以

外の民間事業者にもご協力をお願いしなく

てはいけないと考えております。 

現在、所管の交通対策課では、総合交通計

画という区の交通空白地域とか交通過疎地

域を埋めるようなバス事業の大きな計画を

策定しておりますので、所管のほうと協議を

させていただいて、何らかの文言が私どもの

推進計画に入れられるのか、交通総合計画に

入れるのは難しいかとどうかも含めて調整

させていただきたいと思います。今後の検討

課題ということでよろしいでしょうか。 

○八藤後会長 いかがですか。よろしいです

か。 

○金子委員 はい。 

○八藤後会長 それでは、ぜひ前向きにお願

いします。 

○内田委員 すみません、内田です。 

今のお話、非常によくわかるのですが、恐

らく鉄道と違うところは、バスに関しては、

バス停というのは、国道だと国交省の管轄、

都道だと東京都の管轄、区道でしたら足立区

で、かなり融通がきくと思うのですよ。そう

いった意味ですごく難しいので、やはり協議

していくという形になってしまうのではな

いかなと思います。 

それと、ちょっとうちの仕事とも絡むので

すが、バス停に関しては、広告がついた屋根

つきのバス停、あれが今すごく増えていると

思います。うちでもちょっとやらせてもらっ

たのですけれども、結局民間事業者としては、

東京都もそうなのですけれども、その広告で

お金になるから屋根つきにするといった部

分も多分にあるのではないかなと思います。 

以上です。 

○八藤後会長 貴重な、私は全然知りません

でしたけれども、ありがとうございます。 

○森田ＵＤ担当課長 内田委員、貴重なご意

見ありがとうございました。 

この会議ですから、名称を言ってもいいと

思いますけれども、例えばうちの庁舎の前に、

屋根つきのバスのロケーションシステムま

でついている立派なバス停があると思うの

ですけれども、あれはたしかエムシードゥコ

ーさんというところで、化粧品か何かの広告

も液晶パネルで出るような形になっている

のですね。そういう意味で、区の持ち出しは

ほぼゼロだと思うのですけれども、ゼロでつ

くっているのですね。ただ、それはやはり国

道の歩道が広いという物理的な要素もあっ

てできたことですので、やはり現場現場で物

理的な条件も違うだろうし、お金の出どころ

も違うと思いますので、ちょっとその辺を担

当所管と協議させていただいて、できる限り、

こちらのほうの区の考え方にも書いていま

すけれども、本計画の趣旨を各バス事業者の

方にご理解いただいて、バス停の利用環境の

整備を進めていただくように区のほうから

もお願いするような形で考えておりますの

で、その辺の内容について、文言をどのよう

に書けるかどうかは、所管と協議をさせてい

ただきたいと思います。 

以上でございます。 

○八藤後会長 ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

引き続きございますでしょうか。 

○村田委員 委員の村田です。事務的な内容

のご確認をお願いします。 

意見の提出者数が２名・３件とありますが、

下の提出方法について、３名の３件になって

いるのですが、１名の方が２件出したのか、



9 

 

それともやはり３名が３件出したのか、その

辺の精査をちょっとお願いします。 

○白勢ＵＤ担当係長 提出方法のところと

上の部分が合っていないというところなの

ですが、実際には２名の方が３件出しており

まして、その２名の方が区のホームページと

窓口への持参の２パターンを使って行って

おり、合計人数が合ってこないという状況で

す。本来ですと、例えば１つの方法であれば

２名・３件という形で合うのですが、方法を

別々にとらせていただいているので、上と下

の人数が合わないという形になっておりま

す。 

以上です。 

○村田委員 ありがとうございます。 

○八藤後会長 資料２の②の提出方法のア、

区ホームページの意見受付フォーム、２名を

１名（２件）としていただくと、すっきりす

るのではないかと思います。 

○白勢ＵＤ担当係長 実は、区のホームペー

ジと窓口の方が同一なのですけれども、その

場合でも１名のほうがよろしいですか。 

○八藤後会長 それは想定しておりません

でした。失礼いたしました。 

○白勢ＵＤ担当係長 別々の方法で１名の

方が出されているということなので、ごめん

なさい、ちょっと誤解を与えるような表現に

なってしまったのですが。 

○八藤後会長 では、２名の方が３件出して

きたと、議事録にそのように残っていれば、

それでよいということにしましょう。 

○白勢ＵＤ担当係長 はい。ありがとうござ

います。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

ほかにございますか。 

○川口委員 委員の川口です。 

先ほどご説明いただきました日本語ボラ

ンティア教室の支援のところで、確かにユニ

バーサルデザイン推進計画のほうで、「だれ

もが互いにつながり、支え合える多様な人々

との連携・支援の施策として日本語ボランテ

ィア教室を支援」という形で残っているので

すけれども、そもそもこれは日本語ボランテ

ィア教室を支援するというよりは、日本語ボ

ランティアを増やすなのか、日本語ボランテ

ィアを養成するとか、日本語ボランティアを

増やして、その上で日本語がもうちょっとう

まくなってもらいたいという趣旨だと思う

ので、「日本語ボランティア教室を支援する」

という文言が、そもそもおかしいのではない

かと思っているのです。これは多分、数年前

から同じように協議があったと思いますし、

評価するときにも、なぜこうなっているんだ

というのは、この中でもさんざん意見が出た

ところだと思いますので、先ほど所管からも

お話しいただいた内容を考えると、継続では

あるけれども、それほど前向きに、大きく広

がっていくものでもないと判断いたしまし

たので、この機会にこの文言をもう少し変え

ていったほうがよろしいのではないかと思

いました。具体的には、日本語ボランティア

の養成なのか、日本語ボランティアの拡充な

のか、その辺はもうちょっと考えたいと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○八藤後会長 いかがでしょうか、事務局の

ほうで。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

今、川口委員がご指摘いただいたとおり、

「日本語ボランティア教室の支援」というと

ころは、今までのお話の中でも、こういった

形で議論になっていたかと思います。 

なので、今回、新しい推進計画の中では、

製本しているページ数でいうと６４ページ、

タブレットでいうと１５ページになります。

１－（３）－①「多様な人々との連携・支援」

という施策項目です。ここで日本語ボランテ

ィア教室の支援ということで記載はせずに、

目的のところにもあるとおり、「外国出身の

区民が安心して生活するための基本的な日

本語習得を支援する」という文言にしており

ます。その部分で日本語ボランティア教室の

支援というと、言葉のところで、そのもの限

定的になってしまうので、その目的に該当す

るために、「日本語や日本の生活や習慣を教

える日本語ボランティア教室を運営する団

体を支援する」という項目と、「日本語ボラ

ンティアのグループや所属しているボラン

ティアの能力向上を支援する」という事業を

それぞれ行う。そのような形で、日本語ボラ

ンティア教室というところに限らず、日本語

取得の支援というところの観点で事業を展

開していくという書き方にしております。 

○大山委員 遅くなりまして、大変申しわけ

ございません。まずおわびなのですけれども、

今、担当からお話をさせていただいたのです

が、今のお話でもいいかと思うのですけれど

も、今までは「日本語ボランティア教室を支

援する」とか、「国際交流イベントあだち国
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際まつりを開催する」とか、本当にピンポイ

ントの事業名がそのまま個別施策の名前に

上がっているものもあれば、もうちょっと抽

象的な名前になっているものもありという

ことで、私の中では今回、施策のレベル間を

ある程度一定にしたいなという思いがあり

ました。 

そういう中で、この「日本語ボランティア

教室を支援する」ということについては、事

業名ですので、これについてはあえてこの施

策の中には残さず、今お話しした「多様な

人々に対する理解の醸成」という中でぶら下

がる事業に位置づけをさせていただこうと

いう考えでございます。 

今の委員からのご発言の部分では、事業名

を変更したほうがいいのではないかという

ことですかね。そういうことではないのです

か。 

○川口委員 事業名ではなく、この施策の中

に事業名をぼんと入れないほうがいいので

はないかということです。 

○大山委員 なるほど。そういう意味では、

もうちょっと広いところで多様な人々に対

する理解の醸成という形で、ちょっと落ちつ

かせていただければなと思っております。 

以上です。 

○八藤後会長 ということで、何か収束した

ようでございますけれども、よろしゅうござ

いますか。確かにそういう整合性がちょっと

なかったというのと、個別の施策については

この後、もしくは後日の審議などでまた出て

くるものと思います。そのときによろしくお

願いいたします。 

 引き続き、ご意見、ご質問等がございまし

たら、お願いします。 

○工藤委員 工藤です。よろしくお願いしま

す。 

昨日まで実は映画祭を主催しておりまし

て、頭の中が映画一色の状態なのですけれど

も、実は北千住で行っている市民映画祭の中

は、本当に多様な人たちと一緒につくってい

ます。私はそこの運営代表をしていますので、

アメリカ人もいれば、韓国人もいる、いろい

ろなキャリアを持って、帰国子女もいる。で

も彼らは何を言うかというと、日本で、足立

で、千住でやっているんだから、日本語で話

をしてほしいと言ってくれるのですね。コミ

ュニケーションがちゃんととれていれば、相

手の言っている日本語よりも、相手が伝えよ

うとしていることのほうが大切であるなと

いうのを、そういう活動の中で日々実感して

いまして、とはいっても、たくさんの方たち

がどのように手続をしたらいいのか、そうい

うオフィシャルなところで、ただのコミュニ

ケーションだけでやってはいけないなと思

っていまして先ほどのお話を聞いていたの

と、それからパブリックコメントの結果を見

て、正直言って、めちゃめちゃこの準備で忙

しかったときにこれが送られてきて、見た瞬

間に「あっ、２件しかないの？」と思ってし

まったのですよ。 

これは今までの施策評価の中でもあった

と思うのですが、まさに私たちが、自分たち

で評価をしている、自分たちの本来考えなけ

ればいけない中心になることに対してのパ

ブリックコメントがこれかと思った、まず数

字を見た瞬間に、「ああ、どういうことなん

だ」とまず思いました。今までと同じような、

パブリックコメントをこれからやります、皆

さん募集しますみたいなやり方をしていた

ら、それはコミュニケーション能力の不足だ

なと、私はただただ感じるだけなのですね。 

なので、まず質問として伺いたかったのは、

どういう背景の方が、具体的でなくてもいい

のですけれども、どういう活動をされている

方、個人なのか何でもいいです。どういう活

動をされている方が、このように真剣に出し

てくださったのか。あとは、どういうところ

に働きかけをしたのか。そこをちょっとお伺

いしたいのですけれども、よろしいでしょう

か。お願いします。 

○八藤後会長 お願いします。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

先ほど２名の方ということでご説明させ

ていただいたのですけれども、１件は、金子

委員の意見でございます。もう１件は、先ほ

ど久米課長からも話したとおり、日本語ボラ

ンティア教室を開催している方からいただ

いております。その２名の方からいただいて

いるというような状況です。 

パブリックコメントの周知の方法に関し

てはいろいろご意見があるという中で申し

上げさせていただくのですが、基本的にはパ

ブリックコメントの手続ということで、当然

ながら区の広報紙であったりとか、あとホー

ムページ上で「区のパブリックコメントの募

集をしています」というところ、あとＳＮＳ、

フェイスブック、ツイッター等を活用して、
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「パブリックコメントを実施しております」

という周知をしております。限定的に、例え

ばどこかの施設であったりとか、区の関係す

る施設に配って見せられるような状況には

していますが、何か特別決まったところに限

定的に郵送してまいていたりとか、そういっ

たことは現状はしておりません。 

○大山委員 まさに今、工藤委員が言ってい

ただいた内容と同じ内容を建設委員会でも

言われました。本当に私自身もそのときもお

わびを申し上げたのですけれども、ユニバー

サルデザインって今は特に「パラリンピック

もこれからやりましょうね」と言っている中

で、結構皆さんの関心って高いのだろうなと。

実はこの前に私、総合交通計画のほうも所管

であるものですから、そちらはすごかったの

ですね。自分の地域のここにバス路線を通し

てほしいとか、バス停をこうしてほしい、あ

あしてほしいとかというのは結構いっぱい

あったので、正直こんなに少ないというのは、

もう本当に意外でしたし、今担当からお話し

しましたけれども、本来であればもう少し、

全体に広く浅くお知らせをするのではなく

て、やはりご意見をいただけそうなところに、

実は今回こういうことをやるのですよとい

うご案内をもっとすべきだったなと反省を

しています。 

今回このユニバーサルデザインで上がっ

ている施策の中にも、今年度の評価の中では、

やればいいんじゃないと。よりよくやるため

にどうすればいいんだということで評価を

辛くした部分もあって、それで自分のところ

でやったものがこれかというのは本当に申

しわけないなと反省しております。反省の言

葉だけで申しわけありません。 

○工藤委員 ありがとうございます。多分川

口委員もそうかと思うのですけれども、地域

活動をいろいろとしておりまして、例えばわ

かりやすいＮＰＯ活動支援センターには、地

域活動をされている方たちがたくさんいら

っしゃるわけですね。そこの推進課から何か、

こういうのがあるから代表の方が出してく

ださいよという１通でも、ＳＮＳでもいいし、

メールでもいいし、そこに登録しているのは、

足立区で登録をしている、ちゃんと証明をさ

れている地域活動をしている団体の方たち

ばかりですので、そういうところに働きかけ

の何か一文が来るかなと思っていたのに、何

も来ない。本当はそういう人たちは、言いた

くて言いたくてしようがないのだけれども、

さすがに広報だとかホームページだけで今

までどおり投げかけられても、何というのか、

返しても何も返ってこないんじゃないかっ

て、そういうふうな思いが恐らく強い方が多

いのですね。それだったら自分たちの身の回

りだけは何とかしようと。ＳＮＳ、フェイス

ブック、区広報、ホームページ、これはやっ

ていることは全く方法論としては同じです。

媒体が違うだけということで。私自身もロー

カルメディアとしてインターネット放送局

のパーソナリティーをさせていただいてい

ますので、それも全く同じ。私が言っても誰

が言っても同じなので、もっと別の、人が動

くＳＮＳのやり方を少し、足立に対するプロ

としての目で何か考えていただければなと

本当に思います。 

○大山委員 今回のこの件を見ますと、私た

ち事務局に皆様からご意見をいただきたい

という思いが、やはり足りなかったのだなと

思います。途中で件数が少なければ、今、工

藤委員がおっしゃっていただいたような、関

係団体に実はこういうのがあって、時間が足

りないのですけれども、何とかご意見をいた

だけませんかみたいな働きかけは絶対でき

たはずで、それをやらずに期間がそのまま過

ぎてしまって、結果これだけの件数しか来な

かったというのは、パブリックコメントをや

りましたという形式的なことで、満足はして

いませんけれども、終わってしまって、やる

ことに意味があるのではなくて、区民の皆さ

んからご意見をいただくことに意味がある

のだということをもう少し、担当としてもっ

と焦らなければいけなかったと思うのです

ね、逆に。こんなに少ないんだと。何とかし

なきゃみたいな、そういう思いがやはり足り

なかったなと本当に反省しています。おわび

を幾ら申し上げてもしようがないのですけ

れども、そういう意味では熱意が足りなかっ

たと反省しております。 

○八藤後会長 この件について。はい、どう

ぞ。 

○川口委員 本当に大変だと思います。働き

かけって、やらないべきではない、やるべき

ことだと思うのですけれども、働きかけって

力のある人のところに集まるのです。なので、

こういうパブコメみたいに誰もが意見でき

るところって、結局働きかけを重視されると

弱者には届かない。それからホームページで
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の公表というのは、ホームページというのは

必要なときにだけ見るものなので、必要ない

ときには基本的には開かない場所なので、や

はり届けるには難しい。私たちもどんどん

日々見るものが増えて、やらなければいけな

いことが増えて、なかなか日ごろ見なくてい

いところには手が届かない。我々も探すのに

とても苦労しているという状況を考えると、

やはり自動的に届く何らかのシステムが必

要だと思うのです。 

例えば足立区にはＡ－メールという、子育

て中の父母には、「どこどこで不審者が出ま

した」みたいなメール登録システムがあるの

ですね。それに一言、「パブコメでこういう

ものを募集しています」と来れば、気になる

人には届く。あとは防災アプリが足立区には

ありますので、その防災アプリの登録者数は

かなり多いと聞いています。その防災アプリ

を使ってメッセージを流すということもで

きるはずなのですよね、防災だから。なので、

そういったツールを活用するという方法が

１つあると思っています。 

具体的には、渋谷区ではＬＩＮＥで子育て

情報とかを定期的に送られるシステムを使

っているのですけれども、なのでＬＩＮＥで

「今こういうパブコメをやっています」とか、

「いつからいつまでこういうものを募集し

ています」という情報が届くのですよね。必

要な人に。なので、そういうシステムを、も

し、もう既にあるものが活用できるのであれ

ば使うという方向でクリアできるかなと思

いますので、ぜひお願いします。 

○大山委員 全くおっしゃるとおりで、意見

をお話ししたい方は、みずからその手段を求

めて動かれると思いますけれども、意見は持

っているけれども、どうやって発したらいい

のかなと思っていらっしゃる方に、「こうい

うのがありますよ」というのが意図しなくて

も来る。例えば「審議会を見学できます」み

たいなものは、Ａ－メールというか、何かメ

ールで来るはずなのですね。ですので、新し

いシステムをということですとなかなか大

変なのですが、既存のもので、何気なく情報

が行くようなものを少し考えたいと思いま

す。本当にありがとうございます。 

○内田委員 パブリックコメントもそうな

のですけれども、そもそもこの会議自体公開

で、傍聴人も本来入るはずですよね。ここに

入っていないということは、パブリックコメ

ントもそんな来ないのではないかなと。私も

委員になる前は、ＵＤのこの会議の存在自体

も知らなかったですし、できればこの会議自

体をもっと皆さんに知ってもらって、いつで

も傍聴人の方々が後ろで我々を見張ってい

るというような、そういう状況になったらも

うちょっとパブリックコメントもいろいろ

な意見が出てくるのではないかなと思いま

す。 

○大山委員 これは、ここだけではなくて、

公開をしているものについて、今、傍聴して

いただいているケースというのが、私が出て

いるものだけかもしれませんけれども、やは

り少ない、ないしは本当にいなくて、これは

内部の会議なのかなみたいな、そんなものも

結構あったりいたします。 

そういう意味では、先ほどと重複しますけ

れども、事務局側のほうで、これを見ていた

だきたい、聞いていただきたい、それからま

た意見を言っていただきたいという気持ち

が、ちょっと形式に流れているのではないか

というところを反省しなければいけないな

と思っておりますので、こういった内容をじ

かに聞いていただけるような工夫を少し考

えたいと思います。ありがとうございます。 

○工藤委員 今のことに関連してです。工藤

です。 

過去においては、中学生さんが見に来てく

ださったりとか、そういうことはあっても、

今現在ここのところ、そういうのがないとい

うことは、「広報あだち」の中にスケジュー

ルが、今日は何の委員会があります、何の委

員会がありますというのが出ていると思い

ます。「広報あだち」自身は、私たちが最大

評価をしているように、物すごく皆さん見て

くださるのですよね。あそこで見ているは何

かというと、最近は真ん中のページにどんな

人が出てくるか、表紙でこういう活動をして

いる人が出てきたというところはすごく皆

さん見ているのだなと思うのです。自分が知

っている人が出ているから。もちろん知らな

いことも、ぼーんと大きな文字で大きく出て

いるということで、よく読まれているのだな

と思ったら、今ご意見がありましたけれども、

いっそのこと、足立区にはこれだけの委員会

があることを、ぼーんと大きく出していただ

けるような機会があったらいいなと思いま

した。評価をしている「広報あだち」の中で、

大きく取り上げていただければと思いまし
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た。 

以上です。 

○大山委員 ありがとうございます。まさに

今「協働から協創へ」ということで、区の中

でも、お願いして区民の皆さんに何かをやっ

ていただくということも、もちろんいまだに

ありますけれども、やはり区民の方が主体的

に、その課題に対していろいろご意見を言っ

ていただいて、「区役所はもっとこんなふう

にやりなさいよ」みたいなご意見を本当に言

っていただける場が、やはりこういう場だと

思います。 

そういう意味では、今、工藤委員からお話

しいただいたように、「区民が参加できる場

所、意見を言える場所がこんなにあるんです。

それもまた傍聴もできるんです」ということ

を、またこれから相談はしますけれども、区

民の皆さんにまず知っていただく。ここがス

タートなのかなと思いますので、ちょっと検

討させていただければと思います。ありがと

うございます。 

○八藤後会長 大変よい意見がやりとりさ

れていますが、よろしゅうございますか。あ

りがとうございます。確かに、こういうとこ

ろに区民の方がいらっしゃると、我々ももう

ちょっとやりがいがあるというか、張り合い

が出てくるという気持ちはありますね。あと、

緊張感があるというか。 

ちょっと私は別の視点から、個人的な意見

なのですが、アンケートとか何かで、「ユニ

バーサルデザインに関する認知がこれだけ

高まりました」とかいうのをやっていますけ

れども、言われてみればで申しわけないので

すが、やはりこのパブリックコメントとかの

数字を見ると、関心が高まったと果たして言

えるのかと。そもそも、この足立区のユニバ

ーサルデザイン推進という施策自身が、ちょ

っと問われている。これは私自身にも多少責

任はあるとは認識していますけれども、そう

いう警鐘でもあるかなと思いました。 

続きまして、まだこの話題なのですが、パ

ブリックコメントについて何かほかにござ

いますでしょうか。 

それでは、先に行かせさていただいてよろ

しいでしょうか。どうもありがとうございま

した。 

 それでは、「足立区ユニバーサルデザイン

推進計画改定（素案）」に関するパブリック

コメントの実施結果及び意見に関する区の

考え方について及び足立区ユニバーサルデ

ザイン推進計画の製本は一応問題がないと

うことで進めてよろしいでしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 済みません。２点目の

製本の部分に関して……。 

○八藤後会長 これはまだ話していないで

すね。失礼しました。 

 では、この部分についてお願いします。 

○白勢ＵＤ担当係長 パブリックコメント

については今ご審議いただきました内容で

あったり、事項については、所管課、我々で

確認するべきところは確認をさせていただ

きまして、ご了承いただけましたら、いよい

よ製本に移らせていただきたいと思います。 

前回もご報告させていただいたのですが、

この資料３にあるとおり、表紙については、

エクスクラメーションマークをつけさせて

いただいて、ビタミンカラーであるオレンジ

をつけて、表紙であったり、裏表紙というも

のをつくっております。それとあわせて、本

編の中身についても、前回と同様なのですけ

れども、現行の計画である青い字のものを今

記載させていただいております。 

ただ、タブレットでは、後ろのほうになっ

てしまうのですが、裏表紙の後ろに何枚かサ

ンプルをつけさせていただいております。こ

のタブレットのページでいうと２７ページ

以降になるのですが、一番後ろのほうです。

何枚かサンプルをつくらせていただいてお

ります。このサンプル等もご参考にしていた

だきながら、カラーデザインであったり、イ

ラストであったりというところを今回ご審

議いただきたいなと思っております。 

○長澤委員 委員の長澤です。よろしくお願

いします。 

今回のこの冊子のデザインのカラーとい

う観点なのですけれども、前回の会議の中で

オレンジがいいのではないかという話があ

りました。実際オレンジの色というのは、万

人に親しみやすく、コミュニケーションをと

るためには実はとてもベストなカラーなの

ですね。今、パブリックコメントの数が少な

いとか、なかなか区民の方に知ってもらえな

いという意味で言うと、オレンジを今回使う

というのは、とてもベストなカラーではない

かなと、色の専門家としては思っています。 

中は、前回のブルーということなのですけ

れども、今タブレットのほうで中を確認させ

ていただいたところ、確かにオレンジは、親



14 

 

しみやすいし、快活で行動的な色で、とても

ベストなのですけれども、ただ、この冊子を

読ませるという観点でいくと、ちょっとオレ

ンジは目がチカチカします。 

なので、１つの案として、中のブルーは現

行案をうまく踏襲しつつ、ところどころにち

ょっとオレンジをちりばめる。表紙もオレン

ジ一色なので、ここにちょっとブルーを入れ

ることで、全体の流れが多分つながってくる

と思うのですね。そうすると、カラーユニバ

ーサルデザインという観点からいっても、ブ

ルーとオレンジというのは、色覚特性がある

方にも一番認識しやすい組み合わせなので、

そういう意味でいうと、この色の選び方とい

うのはすごくいいのではないかなと個人的

に思います。 

以上です。 

○八藤後会長 貴重な意見ありがとうござ

いました。実は事務局も、私も相談されたの

ですが、表紙がオレンジで中が青というのは、

ちょっとミスマッチではないかと。私もちょ

っと、気のきいた答えをしなければいけない

と思ったのですが、「うーん……」となって

しまったのですが、今、非常に明快なお答え

を１ついただけたような気がするのですが、

事務局のほうでいかがでしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 大変申しわけないの

ですが、先ほどのパブリックコメントの件で

久米課長にご出席いただいたのですが、公務

の関係上、ここで退席をさせていただきたい

と思うのですが、よろしいでしょうか。いろ

いろお手数をおかけしましたが、ありがとう

ございます。 

今、長澤委員からご意見をいただきました

中表紙のデザインカラーの部分については、

長澤委員にもご相談させていただいて、我々

もシティプロモーション課という担当する

所管がありまして、そこと実はデザインの調

整はさせていただいておりました。中のデザ

インについても、今いただいた意見のように

いろいろ調整はしているのですが、青とオレ

ンジというところでの組み合わせというの

に、我々もかなり苦慮しておりまして、でき

れば専門家である長澤委員のご助力もいた

だきたいなと思いまして、そういったところ

で我々の中での案を出させていただいて、皆

さんのご意見もいただきながら、製本のため

にまとめていきたいなと思っております。本

当に我々も、そういったカラーの知識という

のが、研修も実際に受けているのですが、細

かいところというのはなかなか専門的な知

識を持っていないというところもあります

し、そういった組み合わせで客観的に見てい

ただくという意味合いで、委員の皆さんのご

意見もいただきたいと思いますので、忌憚の

ないご意見をいただければと思います。 

○八藤後会長 ありがとうございます。この

件ついて引き続き、ご意見、ご質問等がある

方はいらっしゃいますか。 

○大山委員 裏表紙のほうで、この足立区の

マークがブルーと緑ということで、今、長澤

委員から言っていただいた、例えばこういう

青系のものが入ると、この中と本当に一体感

が出るのだなとちょっと私も感じまして、ま

たご指導いただければなと思います。ありが

とうございます。 

○八藤後会長 ありがとうございます。いか

がでしょうか。 

○長澤委員 ちょっと追加なのですけれど

も、今いただいているのは素案ということで、

最終的にはこういう形、これが入るというこ

とでいいのですか。 

○白勢いＵＤ担当係長 製本したものが…

…。 

○長澤委員 これということですか。 

○白勢ＵＤ担当係長 そうです。 

○長澤委員 こちらの冊子になっている資

料の２ページに、２番「推進計画の位置づけ」

とあって、下に矢印と表になっている白黒刷

りのものがあるのですけれども、ここはカラ

ーの予定ですか。それとも白黒予定ですか。 

○白勢ＵＤ担当係長 基本はカラーの予定

です。これは現行計画なので、基本的には色

味以外のものは全部白黒にしているのです

けれども、基本的には青字のカラーで、資料

３でお見せしているような状況になってい

ます。ただ一部、個別事業の実施政策の中に

ある網かけの部分については灰色表示にな

りますので、そういった部分は一部白黒にな

るのですが、基本的には色味がつくというよ

うなイメージで考えていただいて。 

○長澤委員 わかりました。色味がつくとい

うことであれば多分大丈夫だと思うのです

けれども、２番の表になっている上から２つ

目、「足立区第二次重点プロジェクト推進戦

略」というのは、視認性がすごく悪いです。

これだと、高齢の方、色覚特性のある方には、

多分真っ黒に見えてしまう。せっかくいいこ
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とが書いてあっても、色を使ってうまく明る

さ・暗さの差をつけることで、白黒印刷をし

たときにうまく見えるようであれば、その色

の組み合わせは合格という感じなので、ちょ

っとところどころ気になるところがやはり

ありました。新しくつくられるときはその辺

を少しやっていただけると失敗しないと思

います。 

以上です。 

○白勢ＵＤ担当係長 ありがとうございま

す。現行の計画は、長澤委員がおっしゃって

いるとおり、白黒の部分でも明暗がくっきり

していないということで、わかりにくい部分

はあるかと思います。今回のパブリックコメ

ントで出している白黒版については、そうい

ったところはなくして、配信させていただい

ております。基本的に白黒で対応するような

部分については、明暗ははっきりしておりま

して、色味、カラーでトーン分けをしている

ものについては、今回の製本した段階で、色

であったり、トーンを分けることによって判

別できるような配慮はさせていただいてい

るかとは思います。 

 今お話しいただいた点も踏まえて、もう一

度我々のほうでも確認しながら、過不足がな

いようにしていきたいなと考えております。 

○八藤後会長 ありがとうございました。自

分で見えないのに、よくこのままにしておい

たなと、ちょっと反省するところもあります

けれども、ほかにこの件はよろしゅうござい

ますでしょうか。 

 それでは、先ほどのパブリックコメントに

関する区の考え方と、ただいまの推進計画の

製本のカラーデザインに関して、今までに出

たご意見を踏まえて進めていくということ

でよろしいかと思います。結構でございます

か。―よろしいですね。 

 

審議事項（２）令和元年度実施事業の進捗管

理の方法について 

○八藤後会長 それでは続きまして、審議事

項（２）の「令和元年度実施事業の進捗管理

の方法について」に移ります。事務局から説

明をお願いします。 

○白勢ＵＤ担当係長 引き続きまして、審議

事項（２）「令和元年度実施事業の進捗管理

の方法について」ということで、資料につい

ては資料４、資料５、資料６の３つです。 

まず、資料４についてご説明させていただ

きたいと思います。 

資料４に関しましては、「令和２年度の年

間スケジュール（案）」と記載させていただ

いております。これにつては、今年度、令和

元年度に実施したスケジュールを踏襲して

年間スケジュールの案をつくっております。

令和元年度、今年度にやった年間スケジュー

ルは、前年度、平成３０年度の年間スケジュ

ールを何点か改善させていただいておりま

す。 

まず１点目が、ユニバーサルデザイン推進

会議の開催回数を４回から３回に、それに合

わせて、今回議論していただく各年度の実施

事業の評価についても、評価していただく委

員の皆様のご負担にならないように、なるべ

く作業を効率化させていただいております。 

今年度につきましては、その改善した状況

で実施しておりまして、なかなかスケジュー

ルも短い作業期間で実施していただいたと

いうことで大変ご苦労をかけたかとは思い

ます。来年度、令和２年度に関しても、推進

会議は全３回、このスケジュール（案）に書

いてあるとおり、７月までの間に自己評価、

推進会議、施策評価、第一、第二、内部の評

価部会を経て、８月に行う第２６回推進会議

でご承認いただき、１０月末の実施結果の報

告書というスケジュールで進めたいと考え

ております。 

なお、来年度はオリンピック・パラリンピ

ックが開催され、ユニバーサルデザインにと

っては好機というところで、事業に関して

様々な話が出てくると思います。逆に、オリ

ンピック・パラリンピック開催後のユニバー

サルデザインの動きというのが、開催直後で

すと、オリンピック・パラリンピックの余韻

もありまして、なかなか出てこないと想定し

ています。恐らく次年度の動きということで

出てくるのが、１１月、１２月の年末から年

始にかけてと想定されますので、今のところ

は第２７回ユニバーサルデザイン推進会議

は、オリンピック・パラリンピック後の１月

に開催したいと考えております。 

資料４については以上です。 

続きまして、資料５、資料６の説明です。

資料５、資料６については、７月に評価部会

でご評価いただいた実施内容のまとめです。 

これまで実施している委員の方々の評価

の選定方法であったり、その進め方について、

期間があいているので忘れてしまったとい
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うこともあるかと思い、資料５、資料６で説

明させていただきます。 

資料５については、これまで実施している

選定方法の内容や進め方について、フロー図

等でまとめております。評価部会の中でもご

議論されていた、前年度評価の評価点によっ

てインセンティブをつけたほうがいいので

はないかというご議論もありました。評価の

進め方についても、内部評価でやるのか、外

部評価でやるのか、そういったところについ

てもいろいろなご議論があったかと思いま

す。ただ、推進会議の議題として、評価方法

や評価報告書作成方法について推進計画改

定に合わせた入念な議論をしたことがまだ

なく、改めてそれらについて皆様のご意見を

いただきたいと思っております。 

資料６は、これに合わせ今年度実施した評

価要領を記載しております。これも評価部会

の中で議論になりました。もともと平成３０

年度実施事業の実施報告書、評価報告書の２

冊に基づいて委員の方々に評価をしていた

だいております。２冊を見比べて各施策の評

価、評価点、ご意見を記入しやすい、この２

冊で分けていることによって作業が煩雑に

なるというご意見をいただく場合もありま

す。２冊を１冊に合わせたほうがいいのでは

ないかというご意見だったりとか、逆に２冊

に分けることによって見やすくなるという

ご意見もあります。こうした状況から皆さん

のご意見をいただきたいと思い、資料６に記

載しております。 

なお、資料６の３ページ目、「個別施策の

評価基準」です。現状、評価の着眼点と総合

評価については５段階評価を実施しており

ます。推進計画の巻末にも記載しております。

現行の推進計画の評価の点数というのは、各

年度の評価点を時系列であらわしておりま

す。我々事務局としては、評価の着眼点につ

いては、５段階評価は変えず進めていきたい

と思っております。その理由は、今まで過去

５年間そのような形で５段階評価をしてい

るという状況と、今後もそういった事業につ

いての時系列での評価がどのように変わっ

ていったかを見比べるということもありま

すので、５段階評価を変えずにいきたいなと

考えております。 

ただ、この「評価の着眼点」の３項目につ

いては、ユニバーサルデザインを取り巻く環

境であったりとか、オリンピック・パラリン

ピックというところもあるので、着眼点等を

もし変更するという必要があるのであれば、

そういったところもぜひ変更はしていきた

いなと考えております。 

長くなりましたが、資料４、資料５、資料

６の説明は以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

済みません、私からちょっと質問ですが、

着眼点を変えてもいいというのは、このニコ

ニコマークがついているページの（２）のこ

この表の内容を変えてもいいのではないか

と思っているということですか。 

○白勢ＵＤ担当係長 大幅に変えるという

のは、先ほど言った時系列で見ていくという

ところで課題が出てくるかと思うのですが、

細かいところ、実施率であったりとか、効果・

ＵＤの視点で達成できたことであったりと

か、そういった個別の表現の部分で変更する

ところがもしあれば、そういったところは変

えていったほうがいいのではないかと考え

ております。 

○八藤後会長 ありがとうございました。 

それでは、資料４、５、６の件について意

見交換をしたいと思いますが、最初に資料４

の年間スケジュール（案）に関しては、ちょ

っとそういうことで、前の年からずっとやっ

ている方はちょっと変わったなというとこ

ろはお気づきかと思いますけれども、このよ

うに令和２年度はやりたいという事務局案

がございましたが、これについてはよろしゅ

うございますでしょうか。 

この後の資料５、６の審議の中でスケジュ

ールにも関係するところがありましたら戻

りますので、ひとまずこれで資料４のスケジ

ュールはいいかなということで進めさせて

いただきます。後で戻っていただいても結構

でございます。 

それでは、資料５、６の評価の仕方に関し

ても、皆様方にお配りする資料を２分冊にし

たほうがいいのか、まとめたほうがいいのか

とか、そのようなことでご意見、ご質問など

ございましたら今から受けたいと思います。

どうぞ。 

○白勢ＵＤ担当係長 済みません。もう一つ

補足の説明を。 

今日、席上配付させていただいている「今

後の進捗管理について」もご覧いただきたい

と思います。一枚ものでございます。 

資料４のスケジュールの部分ではなくて、
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資料５、資料６の進捗管理というところにな

るのですが、我々が考えている各報告書、選

定方法、評価方法、評価部会の実施方法につ

いては、このような形でご議論いただければ

なと考えております。例えば評価報告書であ

れば、先ほど申し上げた様式の中身、あと会

長からもお話しいただいた分冊、または１冊

にまとめるという点であったりとか、評価施

策の選定方法については、例えば施策ごと、

または事業ごとに評価するのか、その選定基

準についてはどうするのか。評価の方法に関

しては、評価記入表の様式、あと評点をつけ

る時期ですね。これも評価部会の中でお話し

いただいたのですけれども、個別で各委員の

方が評点の評価をつけるのは、なかなか難し

いと。評価部会の委員の皆さんで最終的には

評価点を決定するのですけれども、そこまで

は評価点はつけなくていいのではないかと

いうご意見があったり、逆に皆さんの意見を

集約して評価点を決めたほうがいいのでは

ないかというご意見もございました。評価部

会の実施方法については、担当所管との意見

交換についても、どういう実施時期でやるべ

きなのか、どういう方法でやるべきなのか、

それも評価部会の中でさまざまなご議論が

ありましたので、大きく分けて４点の部分に

ついて、ご議論いただければと考えておりま

す。 

補足説明です。以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございました。進

行するほうから事務局にご相談なのですけ

れども、この順番でやらなくてもよろしいで

すか。まずは思いつくというか、大事だと思

うことから先に言っていただきまして、最終

的にはこれ全部について議論を終わらせる

ということにはしたいと思います。 

○白勢ＵＤ担当係長 はい。 

○八藤後会長 ということで、資料４のスケ

ジュール（案）を終えてしまったのですけれ

ども、資料５、資料６というか、それ以外の

ことですけれども、特に前年度おやりになっ

た経験がある方、あるいは逆に初めての方が

これを見てどう思ったかとか、率直に伺いた

いと思いますので、よろしければご意見、ご

質問も受けたいと思います。 

○金子委員 資料５のところを一通り説明

していただけませんか。上から。 

○白勢ＵＤ担当係長 わかりました。 

資料５、一番最初の「委員評価対象事業の

選定方法について」です。これは年度最初の

推進会議、来年度ですと２５回、今年度です

と５月に開催させていただいた推進会議に

おいて、全個別施策のうちから評価する対象

となる事業を以下の基準により選定させて

いただいておりました。前年度評価が３点以

下のものについては、全ての施策についての

評価を行います。４点以上については、委員

の皆さんが選定していただいた施策につい

て行います。その他のルールとしてあるのが、

公園・公共施設・民間施設については毎年評

価を行うということになっております。こち

らのところで、委員の皆さんのほうで評価対

象となった事業については外部評価、第一評

価部会、第二評価部会の部会で評価していた

だくということになっています。 

２番目の「外部委員評価と内部委員評価の

区分について」です。外部委員評価というの

が、第一評価部会、第二評価部会です。内部

委員評価というのが、我々庁内でやる内部評

価委員の評価になります。その説明が書いて

あるのが、下の説明です。評価対象となった

個別施策のうち外部委員―皆様がご指定

いただいた施策を外部委員評価として、それ

以外は内部委員評価とするというものです。 

フロー図で書かれているのが、下の「個別

施策評価の進め方」です。ユニバーサルデザ

イン推進計画の年度計画に基づいて、各事業

所管が自己評価をまとめ、それに伴って前年

度評価３点以下、前年度評価４点以上、公園・

公共施設・民間施設について評価対象の選定

をしていただきます。評価対象を選定してい

ただいた上で、委員による事前評価を経て、

我々庁内でやる内部委員評価、第一・第二評

価部会で実施する外部委員評価を経て、評価

の承認をいただきます。その評価の承認をい

ただいたのが前回の、年度でやる２回目の推

進会議です。その評価をいただきました後に、

我々のほうで議会の報告を経て最終的に今

回、報告させていただいたホームページで公

表いたします。それを毎年繰り返して実施す

るという状況です。 

資料５についての説明は以上です。 

○大山委員 ちょっとよろしいでしょうか。

事務局にお願いなのですけれども、今回、来

年度評価をするというのは、新しい推進計画

に基づいてやる初めての評価になるわけで

すね。 

○白勢ＵＤ担当係長 そうです。 
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○大山委員 そうなったときに、この全部の

事業に前年評価がついているのかどうか。新

規で入った事業はないのかどうかを言って

いただきたいのですけれども。 

○白勢ＵＤ担当係長 新規の事業について

は、何点か実際ございます。例えばオリンピ

ック・パラリンピック関係の施策などがあり

ます。 

ただ、現行の推進計画には書かれていない

のですが、毎年毎年、フロー図でいうと、左

の事業改善案の提案からユニバーサルデザ

インの年次計画で回す段階で、新たに実施す

る事業を取り入れます。それについては、現

行の推進計画には記載されていなくても、計

画上事業として位置づけられているものも

ありますので、結論からいいますと、ほぼ全

ての事業において前年度に評価はしていた

だいているという状況です。 

以上です。 

○八藤後会長 何かご質問等はございます

か。 

初めての方もいらっしゃるので、ごくごく

基本的なところを私より、僭越ですが、説明

させていただきます。 

何でこんなに評価委員会というのがばら

ばらいっぱいあるんだとお思いだと思いま

すけれども、これは本当ならば、全部の評価

を全員でやりたいのです。ただ、物すごく時

間がかかりまして、各委員の方が全てそれに

出席していただくというのは、現実的には無

理ではないかということで、全部の委員を２

つに分けさせていただきまして、テーマごと

に第一評価部会、第二評価部会に分けさせて

いただく。それでも多いので、最初に出てい

たように、前年度評価が４以上あるとか、比

較的成績がよかったものについては内部評

価という、わかりにくいのですが、これは要

するに区の職員の方々でやっていただいて、

後で報告してもらう。そういうことで、３つ

に分けるということになっておりまして、そ

れを最後に統合して全員でもう一回審議し

て、そこで初めてほかのところの内容にも意

見が言えるというチャンスはあるわけです。

―ということでございます。 

いかがでしょうか。質問でも意見でも結構

でございます。 

○戸谷委員 この評価の件なのですけれど

も、例えば評価をつけて、そうしましたら、

なぜこの評価が３だったのか、その原因とい

うものがあるわけですね。そうしたら、その

原因を追求された場合、それが改善されれば

今度は４になれると。その原因がどこまで改

善されているかということがわかれば、毎年

の評価に対してプラスされていくのではな

いかと思うのですけれども、どうなのでしょ

うか。例えば１がついたときに、なぜかとい

うこと、そこのところが追求されないと、い

つまでたっても１が５にならないですね。そ

の点はどうなるのでしょうか。 

○八藤後会長 大変よいご指摘ありがとう

ございます。私が戸谷委員の話に自分の意見

をかぶせるような形で申しわけないのです

けれども、確かに前年度の評価を横に置いて

今年のものをこちらに置いて見比べると、ち

ゃんとやっているなというのもわかったり

するし、何気なくスルーされているなという

のもあるしというのはわかるのですけれど

も、これはやはり評価するときに、前年度の

評価に対してどのようにそれぞれ取り組ん

だのかということを、まずは自己評価してい

ただいたものを送っていただくというのが

非常に我々としても評価がしやすいのでは

ないのかなと、今ちょっと戸谷委員の意見が

あったので、初めてこういうことが言えるの

ですけれども、いかがでございましょうか。

それもあわせてお願いいたします。 

 私が言ったことは突然言ったことなので、

検討事項にするでも結構でございますが。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

もともと評価報告書で記載させていただ

いている事項の中で、後段の部分のところで、

今後改善すべき点だったり、委員の皆様から

いただいた総括意見の中で、こういった事業

については改善が必要だ、こういった部分に

ついては今後の取り組みを期待するという

ご意見をいただいています。それについて各

所管が、確かに八藤後会長がおっしゃってい

るように、実際に取り組んでいただいている

部分であったりとか、いろいろな制約上ちょ

っとできない部分であったりというところ

はあります。ただ、全くやっていないという

ところではないですし、それに基づいて次年

度実施をしておりますので、ただ、報告書の

中では具体的に、戸谷委員、八藤後会長がお

っしゃったように、どの部分ついてどういう

ことをしたかというのは、確かに記載が薄い

部分もあります。 

なので、様式の書き方はちょっと考慮した
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いと思うのですが、そういったところで前年

度ご指摘いただいた部分のこの部分につい

ては、今年度についてはこういう改善をしま

した、逆にそういったご意見をいただいたの

で、新たにこういったことをしていますであ

ったりとか、法令上変わったのでこうなりま

したということを記載するような部分を少

し設けるか、もしくは現状あるもののところ

で書くか、やり方は検討したいと思っていま

す。 

○八藤後会長 ありがとうございます。今、

私が言ったのは逆の場合もありまして、せっ

かくやったのに、そういう書き方をしていな

いので、これはやっていないのだと思われて

辛い点がつけられてしまったというのも過

去にあったと思いますので、そういうことも

含めてでございます。 

○大山委員 今、会長からご指摘いただいて、

端的に何がよかったとか悪かったというこ

ろがきちんと見えて、それに対してどう取り

組んだのかが一目瞭然でわかるように、様式

の工夫をしたほうがいいのだなと。済みませ

ん。文章でずっとなると、何となく、何が問

題だったのか、だんだん読んでいるうちにわ

からなくなってしまったりして、そこら辺を

目立たせる、端的に、文章ではなくてという

のがどうできるか、考えさせていただければ

ありがたいなと思います。 

○八藤後会長 ありがとうございます。ほか

にございますでしょうか。 

○工藤委員 工藤です。 

今の意見は私もずっと感じておりまして、

毎年評価をさせていただくときに、２冊であ

ろうが１冊であろうが、結果として「やりま

した」とアピールしてくださるのはとてもう

れしいけれども、どういうアピールをすべき

かという、そこのプロセスはやはり所管によ

ってやり方があっていいと思うのですね。対

象としている目標が、それぞれ所管は違うわ

けですから、みんな一緒にやらなくてもいい。

でも結果としては、目指しているところは同

じなんだよというほうが大切なので、部会で

は直接担当の方が、お忙しいところ私どもの

ために時間に割いて質問にお答えいただい

て顔が見える形にはなっていますが、記録と

して残るここにそういったものがもしあっ

たら、各所管の中で努力をされている、積み

重ねている部分というのが、もっと見える化

してくるのではないかなと思いますので、ぜ

ひ何か、文章でなくても、何というのか、シ

ンボリックな形の方法というものを模索し

ていただければと思っております。よろしく

お願いします。 

○八藤後会長 ありがとうございました。そ

ういうことで、次回は期待できそうな感じが

しますけれども。 

ほかにいかがでしょうか。 

○長澤委員 今年度初めて推進委員になっ

て、「評価をしてください」と言われたとき

に、すごくやりづらかったのですね。という

のは、経年比較をしながらやらなければいけ

ないということは承知しているつもりなの

ですけれども、事業によって、とても経年比

較がしやすくて、だからいいよね、だめだよ

ねというのがわかりやすいものと、何がどう

違うのかがわからなくて、それを私が評価を

してしまっていいのだろうかという不安感

が正直ありました。なので、今いろいろ議論

したお話というのがうまく乗っかってくる

と、この委員の任期は基本２年なので、私が

２年後また別の方にお預けしなければいけ

なくなったときに、「え？ 何をやったかよ

くわからない」とか、例えば引き継ぎが必要

なのか必要じゃないのかという話になった

ときに、ちゃんとできているから大丈夫です

よ、経年比較をして評価をしてもらって大丈

夫ですよという感じで次の方に渡したいな

と、これは済みません、個人的な意見なので

すけれども、ぜひ期待をしておりますので、

よろしくお願いします。 

○八藤後会長 大変よい意見をいただいた

と思います。今のキーワードで「引き継ぎ」

という言葉がありましたけれども、我々は永

遠ではないのですよね。そういう意味では、

文書で次の人が見たときに、この前まではこ

ういう経緯でこうだったのだというのが、次

の世代というか委員に渡せるようなフォー

マットを、この際ですので考えていただくと

いうのが、長い目で見ると時間の節約にもな

るのではないのかなと思いました。いかがで

しょうか。 

○大山委員 私も通算５年目になりまして、

最初の１年目には、本当に今、長澤委員が言

っていただいたように、一体自分は何を悩ん

でいるのか全くわからなくなるような状況

で苦労していたのを思い出しました。本当に

済みません、２年、３年とやるうちにだんだ

んなれてきてしまって、その辺のプロセスを
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もうちょっときちんとわかるように、見える

化するようにということで、今改めて、どん

な工夫ができるのか考えたいなと思います。

本当にありがとうございます。 

○八藤後会長 ありがとうございます。ほか

にいかがでしょうか。 

 「今後の進捗管理について」に戻りますけ

れども、ここに黒丸が４つ、その中にいろい

ろなことが書かれていますが、この後まだご

意見をいただきますが、意見がなければ、こ

の内容については従来どおりでよいという

回答にしたいと思いますが、それを踏まえた

上で、またこの後ご意見をいただければと思

います。少し待ちます。 

○大山委員 ということで、今の「今後の進

捗管理について」の一番上の評価報告書の部

分については、様式を少し工夫させていただ

いてやりたいと思いますので、それ以下の３

つの項目について、また何かご意見をいただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

○八藤後会長 そういうことでございます。

少し待ちます。 

これでも少しずつ最近改善されているの

ですよね。ということで、特になければ大山

さんが言われたような方向で進めていきた

いと思いますが、よろしゅうございますでし

ょうか。どうもありがとうございました。 

それでは、今日は今後に向けてよい意見を

出していただけたと思っております。あとは

事務局の力量というところに任せてしまっ

て申し訳ないのですが、もし何かご相談等ご

ざいましたらお願いします。 

その前に、どうぞ。 

○白勢ＵＤ担当係長 その点で我々のほう

にご一任ということで、ある程度こちらのほ

うで作成させていただいてお出ししたいと

思うのですが、今日ご意見をいただきたい最

重要項目がありまして、今のこの４つの項目

の中の２番目の「施策ごと、または事業ごと

で評価する」という項目については、ぜひ皆

さんのご意見をいただきたいなと思ってお

ります。 

それはなぜかといいますと、この資料３の

報告書の中にもあり、一番後ろのページで年

度ごとの比較をさせていただいているので

すが、先ほども少し話が出たのですが、現行

の計画というのが、もともと個別の事業であ

ったり、施策であったりということがばらば

ら出ていて、基本的には施策について評価を

していただいているというところになりま

す。今後は施策と個別事業という形で階層を

分けています。そこについて具体的に見分け

てわかっていただけると思うのが、４４ペー

ジ、４５ページ、タブレットでいうと１０ペ

ージ、１１ページあたりのものになるのです

が、実は現行の評価案に関しては、施策の部

分なのですけれども、施策ではなくて、基本

的には所管課でやる個別事業について今ま

で評価部会等で説明をしていただいている

ので、評価のトーンが現行のものと今後のも

ので若干変わってきます。やり方としてはい

ろいろあると思います。例えば各所管の点数

を平均化して施策の評価にするであったり

とか、逆に、あくまでも新しい計画につては

個別事業のものだから、個別事業のところを

評価としてどんどん追加していくという、い

ろいろやり方があると思います。 

今日中にその議論を完結させるというつ

もりは我々にはなくて、次回の会議を１月下

旬に開催する予定で考えておるのですけれ

ども、そのときにある程度終結する、または

延びてしまった場合は５月の会議の中で最

終的に完結させるという形でもいいかなと

は考えています。できれば我々としては年度

内、１月下旬の会議の中で完結、こういう形

でやるという方法を決めたいのですが、我々

の中で事柄の整理がまだ完全にできていな

い部分もあったところは申しわけないので

すが、施策でやるのか事業でやるのか、どの

評価でやるのかというところは、ちょっとご

議論いただきたいなと考えています。 

○大山委員 ちょっと今、説明がわかりづら

かったと思うので、私から事務局に聞きたい

のですけれども、今の計画についても、こち

らのファイルでとじ込んであります施策に

ついても、２１ページに細かく①とか表記を

させていただいているこの個別施策ごとに

評価をしているのですが、ただ、ここの下に

も、物によって事業名一本だけのものもあれ

ば、この下に事業がいっぱいぶら下がってい

るものもあって、結果的にそういう個別施策

については、いろいろな事業を総合して見て

いただいて評価をしていただいているとい

うことなので、今のやり方を踏襲するという

ことになれば、個別の事業を１個１個という

ことではなくて、その評価の上に総評して個

別施策というものを評価していただく。余計

意味がわからなくなってしまいましたかね。 
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○森田ＵＤ担当課長 ちょっと補足をさせ

ていただきたいと思います。 

具体的には、今、大山部長がお話しをさせ

ていただきました推進計画の参考資料の２

１ページをご覧いただきたいのですけれど

も、２１ページの区が実施する個別施策、例

えば「だれもが活動しやすい暮らしの場づく

り」ですと、①の「ユニバーサルデザインに

配慮した歩道を整備する」から⑮の「バリア

フリー基本構想を策定する」まで全部で１５

個ありまして、その下も同じようなグルーピ

ングで、２つ、９つ、８つ、４つとあります。

これを全部足すと大体３８あるのです。現行

の本年度、令和元年度に皆様方の委員に評価

していただいたものは、こちらの施策体系を

使っておりますので、基本的には３８事業だ

ったのですけれども、１事業削除されていま

すので３７事業になっております。次回は、

先ほど事務局から説明させていただきまし

た資料３の「足立区ユニバーサルデザイン推

進計画」の例えば４７ページをご覧いただき

たいのですけれども、これは柱４の「みんな

に役立つ『しくみづくり』」となっていまし

て、この（１）が「参加しやすい開かれた区

政を運営する」。①が「ユニバーサルデザイ

ン推進計画の適切な進捗管理」、（２）が「だ

れにでも伝わる情報を作成・発信する」、（３）

が「災害から身を守る情報を提供する」とい

うことなのですけれども、何を言いたいかと

いいますと、その下に①の「ユニバーサルデ

ザイン推進計画の適切な進行管理」とか、②

の「区民の意見を区政に反映させる体制の充

実」とありまして、下で言えば（２）の①「ユ

ニバーサルデザインに配慮した情報に関す

る基準の運用」、この①とか②とか③と書い

たのが今回の新しい改定後の推進計画の施

策になります。今年と同じやり方で言えば、

この施策を評価していただくことになるの

ですけれども、委員の皆様から以前いただい

たご意見の中で、例えば（２）の③「だれも

が利用しやすい電子情報の作成」が施策なの

ですけれども、その下に事業として「ホーム

ページの作成、ＳＮＳ等の発信」と書いてあ

るのですが、事業を見てもらいますと、①と

か②の中に２つあったり、３つあったり、４

つあったりと複数ありますよね。この事業を

全部一つ一つ評価していくのか、それだと余

りにも大変になってしまうので、今までどお

り①とか②の施策だけで評価していくか。あ

るいは多分工藤委員からお話しいただいた

と思うのですけれども、③は事業としては

「ホームページの作成、ＳＮＳ等の発信」だ

けしかないのですけれども、所管としては報

道広報課と区議会事務局に分かれていて、報

道広報課はすごくいいのだけれども区議会

事務局はいので、これはどうやって評価した

らいいのかという話もあったので、そういう

ことも含めて、施策ごとに評価するのか、事

業ごとに評価するのか、事業の中でも２つの

所管に分かれているときはどうするかとか、

ちょっと長くなってしまったのですけれど

も、そういうことを次回までにご意見をいた

だければということになっています。非常に

長くなって申しわけございません。 

○八藤後会長 ありがとうございます。少し

わかりました。ちょっとご提案なのですが、

実はもうすぐ２時間になろうとしているの

で、事務局が言うように次回に回したいとこ

ろなのですが、次回この状態から議論を始め

ますと、「あれ、何やっていたんだっけ？」

ということになるので、もし今日決着がつく

のでしたらば、この話は今日決めてしまいた

いと思っておりますが、なるべく早い進行に

努めますが、皆様方よろしゅうございますで

しょうか。数カ月後にさあやろうと言っても、

どこからだっけとなりますので。 

ということで、これは新しく推進計画とい

うのが変わったことによって出てきた、今ま

でどおりでやるとちょっとまずいこともあ

るということで、ご提案されたのだと思いま

す。私としては、これを処理していく行政側

としては、どのようにするといいという何か

下案はお持ちなのかどうかというところを

伺いたいのですが、いかがでしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

我々としては、今までやっている第一評価

部会、第二評価部会については、関係する所

管課のほうで、その事業についての説明、意

見交換をしていただいているということが

あります。先ほど課長からも話があったとお

り、今議論になっている報道広報課と区議会

議事務局で事業の色が違う、事業の進捗が違

うのに、評価の点数がなかなかその事業によ

ってかえられないというところもあると思

うので、過去の時系列というところでの、先

ほどの我々事務局の説明と少しそごしてし

まうとは思うのですが、できれば個別の事業

ついて評価していただく。その結果どうして
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いくかというところを議論していただきた

いなと思います。そうはいっても、事業化が

消えてしまう事業も、例えばオリンピック・

パラリンピックに関係するところは来年度

で終わってしまうので、事業が消えてしまう

ので所管課だけの評価になってしまうと、な

くなった事業については今後どうしていく

のかというところも議論になると思います

が、評価部会の個別の意見交換については担

当所管課というところは変えず、事業の評価

についても、評価点については所管課ベース、

今でいうと報道広報課で何点、区議会事務局

で何点という形で分けていただくというの

が、各所管課にとってもメリットが大きいの

かなというふうには考えています。 

○八藤後会長 ありがとうございます。今の

ご説明だと、見かけ上は一応今までどおり施

策について評価を行っていって、それを合わ

せたものですよね、こちらのほうは。それの

評価をどうするのかというと、先ほど平均点

などという１つの案が出ましたけれども、な

かなかそうもいかないかもしれないのです

が、一通り評価を終えた後で、同じグループ

の中でも温度差があるのだけれども、最終的

にはどうしようかというのを決めるという、

そこまで言いましたか。 

○白勢ＵＤ担当係長 説明が足りなくて申

しわけございません。そういう流れかなと考

えています。一生懸命頑張っている課が、施

策によって引っ張られてしまって評価が下

がってしまうというのは、評価部会の中でも

出たインセンティブというところでは、ちょ

っともったいない気がしますし、逆に、評価

していただく委員の皆さんの負担も増えて

しまう可能性があります。ただ逆に、施策と

しては、工藤委員がおっしゃっていただいた

共通のゴールというのはあると思うので、そ

こはなくさず、ただ所管課で、予算の都合で

あったりとか、事業の進みぐあいで違うので、

我々としては、今会長がおっしゃっていただ

いたように、所管課でやった事業についての

評価をした上で、全体の施策としてはこうい

う評価だねという流れというのが、我々にと

っても、委員の皆様にとってもベターなもの

なのかなというふうには考えています。 

○八藤後会長 ありがとうございます。全部

議論した後で、施策のほうでどうなのかなと

もう一回議論しなければいけないというの

で、どのぐらいの時間がかかるのか、あるい

は余りかからないのか、ちょっとわからない

のですが、皆さんの意見を伺いたいと思いま

す。 

○長澤委員 長澤です。 

個別事業で評価をするということになる

と、より具体的にはなりますよね。一つ一つ

の事業。施策だとやはりどうしても、割とふ

わっとしているので、何が言いたいのか、何

がやりたいのかというのが、やはりちょっと

見えづらいところが正直あって、だけれども

個別事業だと、それを具体的にやってくるの

で、もしかすると評価する私たちも、評価は

しやすくなる反面、数は増えるというところ

も正直ありますよね。 

そうすると、先ほどの評価シートの議論が

ありましたけれども、ここに出てくる内容も、

かなり具体的に出てくるというイメージで

いいのですかね。 

○白勢ＵＤ担当係長 基本的には、今までや

っている実施報告書、いつも写真が出ている、

このものの個別の所管課が増えていくとい

うイメージだと思います。 

ちょっと形的には違うのですけれども、例

えば柱４の部分で、こういった施策がありま

す。個別の所管課については、ある課はこう

いうものをやっています、ある課はこういう

ものをやっていますという実施の報告書を

お出しして、それに基づいて様式で委員の皆

様に評価をしていただくという形になると

思うので、確かに負担としては少し増えてき

てしまうと思うのですが、ただ、こういった

計画で分けているので、実質的には評価をし

ていただく、見ていただくポイントというの

は現行と余り変わらないのかなとは考えて

います。 

○森田ＵＤ担当課長 事務局で補足をよろ

しいですか。 

今事務局から説明したとおり、委員の皆様

方に各評価部会で評価していただくときは、

今担当が説明しましたこの色刷りの評価報

告書で評価していただいています。そのとき

に各評価部会には各所管それぞれ全部呼ん

でいますので、事業としては１つなのですけ

れども、所管が分かれていれば所管ごとに全

部説明させていますので、その都度その所管

に対する評価をすることは可能だと思うの

ですよね。 

例えば、これは腹案にすぎないのですけれ

ども、評価した後、それの平均点を足して加
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重平均を出して、施策としては従来どおり、

例えば事務事業が５つあったとしても、施策

としては今までどおり１つで評価して、区民

向けとか議会のほうに報告書を出すときも、

ホームページに公表するときも、今までどお

りに施策としての総合評価で評価は出しま

すけれども、頑張った人にはそれなりのイン

センティブでいい評価を与えて、頑張ったに

もかかわらず悪い評価をもらったから何と

なく自分も悪くなってしまった所管はイン

センティブが下がってしまうので、モチベー

ションが下がりますので、そういう意味で、

事業ときはその都度評価して、施策としては

総合評価でいくというのも一つの方法かと

思うのですけれども、これは私の勝手な腹案

なのですが、その辺をちょっとご議論いただ

ければありがたいなと思いました。 

○村田委員 また話が見えてこなくなった

のですけれども、今まで評価していたのは、

仮に４４ページであれば、一番上の①、②、

③という形で評価をしていたと思うのです

よね。ですかね、ごとにね。 

○白勢ＵＤ担当係長 はい。 

○村田委員 今お話があったのは、②であれ

ば、総務課、地域調整課、区民参画推進課と

あるわけじゃないですか。この各課でポツ、

ポツ、ポツがおのおの個別の施策になってい

ますよと。そうなってくると、個別の施策ご

とに評点も出す。②についても総合的な３課

について評価を出すという流れで、表立って

出るのは②に対する評価であって、各課につ

いても、各課に評点を内部で出すということ

になると、このポツ、ポツ、ポツに全て内部

委員、外部委員が、評点とまでは言わないか

もしれませんが、点数をつけていくというこ

とですよね。 

○森田ＵＤ担当課長 はい。そのような内容

で……。 

○村田委員 そうすると作業量的には、かな

りな量になることが想定されるということ

でしょうか。 

○森田ＵＤ担当課長 全く村田委員のおっ

しゃるとおりのことを私は発言させていた

だいたのですけれども、繰り返しになります

けれども、評価部会で委員の皆さん方に評価

していただくときは、各所管が個別に自分の

事業概要を説明して、アピールポイントも説

明していますので、その都度委員の方に評価

していただくことは可能かなとは思いまし

て、そういう発言をさせていただきました。 

以上です。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

評価の内容に関しては、今までいただいて

いる事前評価の評価記入表に５段階評価を

していただいていると思うのですが、それは

実は各事業課でやっているところについて

の評価をしていただいていると思いますの

で、基本的には作業量としては余り増えない

のかなと思っています。ただ、最終的に事業

化としての評価点と施策としての評価点を

決定する評価部会の中で点数を決めるとい

う作業が少し増えてきてしまうかなと。ただ

それは、実は先ほど来から話をしている区議

会事務局と報道広報課のように、差が出てき

てしまったときに、頑張っている所管課に対

してのインセンティブというところがなく

なってしまうので、今はそのように考えてい

るところです。全体としてのゴールが同じで

あれば、所管課で違うのは仕方がないという

ことであれば、今までどおり施策だけの評価

というのも必要かと思っております。 

○村田委員 ということは、我々は紙ベース

で、個別施策でいいんでしたっけ、新しいの

は。 

○白勢ＵＤ担当係長 個別施策と個別事業

です。 

○村田委員 今までは施策についての評価

をしていたわけですよね。 

○白勢ＵＤ担当係長 はい、そうです。 

○村田委員 個別施策の各課については、評

価部会の中で点数をつけることになるわけ

ですか。 

○白勢ＵＤ担当係長 委員の方々が自己評

価していただいたときには、各課で出してい

る実施計画に基づいて５段階評価をしてい

ただいたので、実を言うと、集計はしていな

いのですけれども、各委員の皆様方は、新し

い計画でいう個別事業、所管課がやる事業に

ついての評価というのは実際していただい

ています。ただ、それを取りまとめて最終的

な形としているかというと、していないので、

その作業を評価部会の中でやっていただく

というのと、もしやっていただくとしたら、

各事業の評価とその上にある個別施策の評

価、両方していただく必要が出てくるという

ところが負担になるのかなというふうに考

えています。 

○村田委員 採点をするときに、課ごとにこ
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の紙がありましたか。違いますよね。 

○白勢ＵＤ担当係長 ごめんなさい。課ごと

には紙はないです。ただ、実際に見ていただ

いているときに、「何々課についてはどれど

れ」というふうに、この評価そのものを見て

いただいているので、各課の評価はしていな

いのですけれども、見ていただいているもの

については、各課の事業に基づいて、施策と

してどういう評価だということをしていた

だいているので、やっている作業としては変

わらないかなと。ただ名目上、要は評価の項

目が１つ増えてしまっている。今回の改定に

よって、施策と事業というものをしっかり明

確に分けているので、その分けたことによっ

て、評価する項目が１つ増えてしまっている。 

○村田委員 わかりました。理解しました。 

○八藤後会長 どちらしても、増えるのです

よね。これはもう宿命なのですよね。 

○白勢ＵＤ担当係長 そうです。ごめんなさ

い。増えます。申しわけないのですが、増え

ます。 

○八藤後会長 ということで、ほかにご質問

とかございますか。 

○工藤委員 工藤です。 

ホームページの報道広報課の努力と区議

会事務局の努力の違いを指摘した張本人で

すけれども、直接内部評価の聞き取りをさせ

ていただいたときのまず取り組み方の姿勢

といいますか、全く違って、あちらの事務局

の方も「うんうん」とうなずかれて、今の空

気の中では共通している多分認識ではない

かと思われます。 

今いろいろなご意見を伺って思ったのは、

あのときは私は、評価できないからそういう

申請をしましたけれども、最終的なゴールと

いうことを考えると、その両輪はちゃんと伴

っていかなくてはいけないので、その施策の

評価はまず絶対だということは一つですね。

あと、各事業というか、ここの場合は、記入

の仕方というのは所管ごとという形になっ

ていると思いますので、所管ごとレベルだっ

たら評価してもいいのかな。少なくともここ

に掲載されている方たちは、実は施策によっ

ては、もっともっとたくさんの所管の方たち

が報告をして評価の対象になってきている

にもかかわらず、ここにはこれだけの数しか、

いわゆるエントリーされていないわけです

よね。その代表としてこの方たちを私たちが

評価できるというのであれば、それは初回の

あの全部をどろどろになりながら評価した

ことを考えると、大した時間ではないんじゃ

ないかなと改めまして思いましたので、私と

しては、少なくともここに掲載されている所

管に関しては、自分でちゃんと評価をさせて

いただきたいと思います。 

以上です。お願いします。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

○川口委員 川口です。 

工藤委員と同じだと思いますが、所管ごと

ことに評価をするとなると、このまま数えて

７２、事業ごとにすると３１。若干減るけれ

ども、先ほどのようにホームページを両方見

比べて、所管ごとに余りにも違い過ぎるとい

う考えをまとめる時間を考えると、数は事業

ごとだと３１で、施策だと２倍になってしま

うけれども、どうせそのときに見比べている

のは２つの施策だし、結果として評価するこ

とを考えると、多分時間は変わらないんじゃ

ないかなという印象を受けました。であれば、

本当に所管ごとにこちらで評価をするほう

が絶対に楽だと思いますし、であれば課ごと

にこの報告書を出してもらって、自分の事業

がどうだった、評価はこうですというものを

出してもらったほうが、こちらとしてもいろ

いろなものを見比べなくて済むという意味

では、もしかしたらそういう意味で時間が減

るのかなという気もいたしました。ただ、そ

うすると施策ごとの取りまとめで委員会が

１回足りなくなってしまうのかなというの

は感じたので、今回スケジュールとして減ら

すというようなご提案があったのですけれ

ども、そこはちょっと見直したほうがいいか

もしれないなというのは少し感じました。 

まとめとしては、所管ごとに評価をさせて

いただいて、簡潔に評価ができることという

メリットと、あと対面でお話を聞くときも、

せっかく４つの課に来てもらっているのに、

一言も話さないで帰ってしまう課の方もい

らっしゃったりして、すごく時間がもったい

ない、かわいそうだなと思ったりすることも

あったので、そういうところも各課に直接時

間をとっていただけるという意味では、その

ほうがいいかなと感じました。 

以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

○内田委員 内田です。 

所管ごとという話でもちろんよくわかる

のですけれども、今のホームページの作成の
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上、「関係各課」、これは例えば４つも５つ

も出てくるような気がするのですけれども。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

「関係各課」というのは、その年度ごとに

よって携わる課が異なってきます。例えばホ

ームページの上にある「わかりやすい表現に

よる印刷物の作成」というのも、ある年はこ

の課がチラシをつくりました、ある年はこの

課がチラシをつくりましたということで、計

画上はちょっと載せられないので「関係各課」

としています。今までも「関係各課」と載せ

ているのは、各年度によって行う事業課が違

うので載せているので、当然４課まとめてど

んという年もあれば、１課だけ、もしくはや

っていませんというときもあると思います。

実際には、ここの部分で言うと、やっていな

いという課はないので、毎年あるとは思うの

ですが、そういったところでは、いきなり倍

増して作業量がどんと増えるということは

ないかなと考えています。 

以上です。 

○森田ＵＤ担当課長 ちょっと補足をさせ

ていただきます。 

「関係各課」の内容ですが、まさに内田委

員のおっしゃるとおりで、例えば通学路安全

点検ですと、教育委員会のほう、学校関係者

の所管しているところとか、私ども都市建設

部の道路管理部門とか、いろいろな課がいる

のですね。それが例えば通学路安全点検のた

びに教育委員会の職員、都市建設部の職員が

一堂に会するのも、ちょっと非効率な面もあ

るのかなというふうには思います。確かに川

口委員がおっしゃるとおり、各所管が出てき

て全ての事業を評価するのが一番いいと思

うのですけれども、事業によってはそれがそ

ぐわない内容もあると思いますので、もしよ

ろしければ、私ども事務局でお時間をいただ

きまして、次回の推進会議は１月以降を予定

しているのですけれども、それまでに事務局

（案）ということで、ちょっとまとめさせて

いただいて、お示しして議論をまた深めてい

ただけるとありがたいなと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○八藤後会長 当然だというふうに、だんだ

ん思ってきました。ただ何となく、いかがで

しょうか、今、工藤委員、引き続いて川口委

員がおっしゃっていただいたような内容に、

大筋では収束するのかなというふうに思っ

ております。事務局もそういう認識でよろし

ゅうございますでしょうか。 

そうしたら、そういうことを実際に実施す

る場合どうなるのかとか、それを次回までに

ご検討いただくということと、それからもう

一回委員会を開くというのは、お役所の中で

は予算的な面とか何かで難しいというのは

知っておりますので、例えば、第一、第二評

価部会の中でそこまでやってしまうとか、あ

るいはもっと別な方法で上部のほうの成績

をつけるとかいうことも改めてご提案いた

だけるのではないかなと思いますが、そうい

うことで皆様よろしゅうございますでしょ

うか。 

それだったら、最後に事務局にこれだけは

言っておきたいということがありましたら

……。―よろしゅうございますか。 

今日はちょっと出席者が少なかったし、山

田副会長でもいれば、「そんなの簡単よ」と

言って、あっという間に解決していたかもし

れませんが、次回に回すということで。それ

でも、かなり方向性がはっきりして渡せたの

で、よかったなと思っております。これでよ

ろしいでしょうか。 

どうもありがとうございました。かなり長

い時間になってしまいましたが、皆さん活発

なご議論をありがとうございました。 

それでは、進行を事務局にお返しいたしま

す。 

○森田ＵＤ担当課長 八藤後会長、どうもあ

りがとうございました。また委員の皆様、長

時間にわたり活発なご議論をいただきまし

て、どうもありがとうございます。 

次回の第２４回ユニバーサルデザイン推

進会議でございますけれども、年明けの令和

２年１月下旬ごろに予定しております。詳し

い日程が決まり次第、皆様方にご連絡させて

いだきますので、よろしくお願いいたします。 

なお、お車でお越しの方もいらっしゃると

思います。駐車券等は用意しておりますので、

お帰りの際にお申しつけいただければと思

います。 

以上になります。 

それでは、これにて第２３回目の足立区ユ

ニバーサルデザイン推進会議を閉会させて

いただきます。皆さん、お疲れさまでした。

ありがとうございました。 

 

閉会 


